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平成 25 年度地下水質測定結果について 概要 
 
水質汚濁防止法第 16条の規定により策定した「平成 25年度地下水質測定計画」に基づき実施し

た調査の結果は以下のとおり。 
 

１ 概況調査 

（１）調査の目的 

地下水の水質汚濁に係る環境基準が定められている項目について、全体的な地下水質の状況を

把握する。（概ね 2km四方に区切った県内 264区域を 5年で一巡できるように調査を実施する。） 
（２）調査の結果 

調査区域数（地点数） 検出区域数（地点数） 
52区域（59地点） 
【環境基準項目】 

8区域（8地点） 
【鉛、砒素、ふっ素等】 

 検出のあった 8区域（8地点）のうち、新たな検出のあった 5区域（5地点）について、そ
の検出範囲等を確認するため、検出井戸周辺調査を実施した。 

 
２ 検出井戸周辺調査 

（１）調査の目的 

１の概況調査等で新たに検出され、その物質の広がりを確認する必要がある場合等に、環境基

準値を超過する汚染の有無や検出範囲等を確認する。 
（２）概況調査を契機とした調査の結果 

調査地域数（地点数） 検出地域数（地点数） 超過地域数（地点数） 
5地域（40地点） 
【鉛、砒素等】 

5地域（14地点） 
【鉛、砒素等】 

5地域（7地点） 
【鉛、砒素等】 

 周辺調査の結果、各地域の検出範囲等の確認ができたことから、次年度から継続監視調査を
実施する。 

 
３ 継続監視調査 

（１）調査の目的 

検出井戸周辺調査により前年度までに環境基準値を超過した地点等を含む地域において、継続

的に監視を行う。 
（２）調査の結果 

調査地域数（地点数） 検出地域数（地点数） 超過地域数（地点数） 
53地域（248地点） 

【有機塩素系化合物（20地域）、 

砒素（13地域）等】 

50地域（155地点） 
【有機塩素系化合物（20地域）、 

砒素（13地域）等】 

42地域（75地点） 
【有機塩素系化合物（15地域）、 

砒素（12地域）等】 

 調査地域のうち、6地域（20地点）において、全地点で監視対象項目が 2年連続で環境基準
値以下となったこと等から、今年度で継続監視調査を終了する。 

 その他の 47 地域（228 地点）においても、過去の結果と比較して大きな濃度上昇があった
ものはなく、概ね横ばいもしくは濃度低下の傾向がみられた。 



 

2 
 

 

図表 調査方法の概要 

 

 


